
食届安全委員会� 
FoodSafetyCommission 

「食昂安全委員会」 φ 活動内容

リスク評価(食昂健康影響評価〉

食品に含まれる可能性のある有害な微生
物、化学物質などが人の健康に及ぼす影
響を、科学的な自で評価します。

[リスクコミュニケーシヨンの実施)

消費者・事業者など幅広い関係者との閏
で、関係行政機関と連携しながら、情報
や意見の交換を図ります。� 

( 緊急事態への苅応

重大な食品事故などの緊急時において、
事態を早急に把握した上で、国民に分か
りやすい情報の提供を行います。

食昆安全モニター制度とは?

食品の安全性確保などについて、日常の

生活の中で感じられたご意見等を食品安

全委員会へお寄せいただくとともに、委

員会から地域への情報提供にご協力いた

だく制度です。全国の470名の方にお

願いしており、今回は、そのうち235
名の募集です。� 

(依頼期間は平成22年4月1白から

平成24年3月31日までです。〉� 

* 食自の安全性に関する調査についての報告

安 食目安全行政などに関する意見の報告

安 食品の安全に関する危害情報を入手レた

揚合の情報提供

女 食品安全モニター会議への出席

* 地域での日常生活を通じた食昂の安全に

関する情報提供への協力� 

- 応募資格

『平成22年度食品安全モニター募集要項』

に定める応募資格を満たしている万� 

(度目の安全性に聞 I~\のある満 20歳以上の方で、

食昂に関係の深い資格をお持ちの方など〉� 

φ 応募方法

『平成22年度食日安全モニター募集要項』

を必ずお読みの上、封書又は食昆安全委員会

ホームページの応募専用フォームからご応募

下さい。� 

- 応募締切

平成22年2月5日〈金〉

(郵送の揚合は当日消印有効〉
 

φ 募集要項

雰集要項は、ホームページでご覧になるか、

お電話でご請求下さい。� 

- 食昂安全委員会ホームページ� http://www.fsc.go.jp/ 
@ お問い合わせ先 内閣府食昆安全委員会事務局[平日10:00""'17:00] 

(03)6234-1144・1151 ・1154

自警譲住マ里民現金害警告さ??包論語己犠曹を協l前島、。品{謹鮫コi語習閉そ鵠警警こ
お返しいたしません。予めごJ')l:(下さい。

http:http://www.fsc.go.jp


『平成� 22年度食品安全モニター募集要項』をよくお読みになった上で封書または食

応募様式 品安全委員会ホームページの応募専用フォームからご応募下さい。募集要項は、

ホームページでご覧になるか、お電話でご請求下さい。

この用紙文は同じ大きさの紙に必要事項をご記入の上、下記応募先に封書で郵送して下さい。� 

フリガナ
1.氏名� 男・女

3.住所
干山ココー円寸寸寸フリガナ

|一|
都道府県名からご記入 者十道
下さい。� 府・県

自宅� 5.メールアドレス
訊「

4.電話 番号�  

携帯� 

(ご自宅のハ.ソコンメー)~
7ドレスをご記入下さい。)

6.生年月日 �  

日ノ目ヲ、，ロ� 

|大正
年 月昭和

平成� 

日17主(例婦職自業無営織業等会)社員、

9食品安全モニ
8.会社名・ ターの経験の有無
役職名 (経験のある方は直近の年度

をご記入下さい。)

大学等で食品に関� r修了内容(学校名、学部・専攻名、修了年月日等)Jをご記入下さい。

①係の深い学聞を修

了した
 

10.該当 する 応|
募資格�  | 栄養士、調理師など~ r鵬レている資格(資格名取得年月日，資格認定団体，取得方法等)Jをご記入下さい。

①~③の該当するもの|② の食品に関係の深;� 
lこOをつけ、詳細もご| い資格を持っている� j
記入下さい。� I

' 食品の安全に関する� r職場名、従事レだ仕事の職種，名称，具体的な業務内容，従事期間年月等J，をご記入下さい。� 

③業務に従事したこと

がある


応募理由をお書き下さい。� (200字以上〕� 

11.応募理由
応募理由は別の用紙
に記載し、添付しても
構いません。� 

.来:蚕嵐長室主三ヲごとな百れ定信邑;お邑 1量"e泡員等)'市資昆妄室!と閣すt，1i面践でお活動布itiヲジ子マヲ活動なとめ活動......
をされている鼠合は、その実績もきめてお書き下さい。
なあ¥食昂安全モニターの活動内容は、 『募集要項』の第� 2をお読み下さい。

12.応募を知っ 例)� iO月ム日� xx新聞」、 「口口に設置のチラシ」等異体的に記入して下さい。

たきっかけ

応募先:干� 107-6122 (住所不要)内閣府食品安全委員会事務局「食目安全モニター」担当


